
























研究の要旨

母子保健行政は、より住民にきめ細やかな母子保健サービスを目的に都道府県から市町村

に移管にある。その一環として、平成 2 年 7 月『地域母子保健特別モデル事業』(厚生省

児童家庭局通知・児発 584 号および児童家庭局母子衛生課長通知・児母衛第 21 号)が発令

された。本事業の目的は、母子保健情報の管理、母子保健関係における他の事業との連携、

母子保健に関する現状の分析と計画の策定などを行い、母子保健の実施基盤の整備を進め、

地域の母子保健水準を高めることにある。そこで本研究はモデル市町村において実施され

た「『域母子保健特別モデル事業』の状況をアンケート調査および一部市町村でヒアリン

グを実施し、その調査内容について検討し、その実施状況と問題点を検討した。その結果、

本事業は、地域密着した母子保健行政を行うに有効といえるが、よりきめ細やかな行政を

実施するための課題として、①マンパワーの不足の問題、②医師を含む専門職の充実と育

成、③本事業の責任体制の確立、④事後措置および追跡支援システムの確立、⑤本事業の

予算的配慮、⑥移行期における援助体制、⑦プライバシーへの配慮、などがあげられる。

以上の結果を踏まえ、次年度は地域特異性を加えた人口構成別のモデル策定を立案する。


